
 

船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年４月２７日 １３時２６分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第２区本牧ふ頭Ｃ突堤７号岸壁 

 横浜本牧防波堤灯台から真方位２３２°１,２３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.２′ 東経１３９°４０.８′） 

事故の概要  コンテナ船HARRIER
ハ リ ア ー

は、入港操船中、岸壁係留中の貨物船清
きよ

浜
はま

丸に

衝突した。 

事故調査の経過 令和３年５月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 HARRIER（バハマ国籍）、９,９７１トン 

９４６００５７（ＩＭＯ番号）、LEGENDA MARITIME S.A.、興徳

海運株式会社（船舶管理人） 

Ｂ 貨物船 清浜丸、４９９トン 

   １４１０７０、鈴與株式会社、鈴与海運株式会社（船舶管理

人） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、上げ潮の中央期 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１６人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組

み、船長Ａが、北北東に延びる本牧ふ頭Ｃ突堤８号岸壁（以下「本牧

ふ頭」を省略する。）に着岸して荷揚げを行う目的で、Ｃ突堤対岸の

Ｄ突堤北端を左舷側に見るところで、南南西進を始めた。 

船長Ａは、Ｃ突堤８号岸壁の北北東方に隣接するＣ突堤７号岸壁に

係留中のＢ船の左舷船尾付近との並行距離が約５０ｍとなる進路とし

て約２.６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でＣ突堤８号

岸壁に向けて航行中、南東風に圧流され、Ａ船の右舷中央部がＢ船の

左舷船尾部と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、Ｃ突堤７号岸壁で荷役作業を

終了し、同岸壁右舷横着けからの出港準備中、船長Ｂが、Ａ船が接近

してくるのを認めたものの、どうすることもできず、Ａ船がＢ船に衝

突した。 

分析   Ａ船は、風力４の南東風が吹く状況下、入港操船中、船長Ａが、Ｃ



 

 突堤７号岸壁に係留中のＢ船の船尾付近との並行距離が約５０ｍとな

る進路として約２.６kn の速力でＣ突堤８号岸壁に接近したことか

ら、南東風に圧流され、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ｃ突堤７号岸壁に係留中、Ａ船がＢ船に衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、風力４の南東風が吹く状況下、Ａ船が入港操船中、Ｂ船

が岸壁係留中、船長Ａが、Ｂ船の船尾付近との並行距離が約５０ｍと

なる進路として約２.６kn の速力でＣ突堤８号岸壁に接近したため、

南東風に圧流され、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、入港操船中、風等の圧流を考慮して他船との安全な距離

を確保すること。 

 


